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第 2 章 設計基本条件 

2.1  計画概要 
本業務は、鹿児島港谷山二区（１号用地 B 区）における巡視船基地給油施設の

基本計画策定を行ったものである。 

計画条件として諸元を次に示す。 

 

2.1.1 対象船舶 
表 2-1-1 対象船舶一覧 

項目 設定値 

対象船舶  6,500 トン級 6,000 トン級 3,500 トン級 1,000 トン級 

総トン数  GT (t) 6,500 6,000 3,500 1,300 

満載排水量 DT (t) 9,480 7,563 4,540 200 

全長 (m) 150.0 140.0 120.0 89.0 

垂線間長（満載時） (m) 142.6 133.5 110.5 111 

型幅 (m) 17.0 16.5 14.0 11.0 

喫水（満載時） (m) 7.00 6.15 5.25 1111 

乾舷（満載時） (m) 4.84 2.67 1.95 1111 

タンク容量 (m3) 2,015 1,591 794 111 
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2.1.2 潮位 

 

潮位条件は発注者貸与資料より下記のとおり。 

 

 

* C.D.L.m＝T.P.m ＋ 1.33m 

 

 
【残留水位】 

【矢板式】R.W.L.＝ 2/3 × (H.W.L.－L.W.L.) ＋ L.W.L. 

＝ 2/3 ×（2.78－0.01）＋ 0.01 

＝ 1.857 m（C.D.L.） 

 

朔望平均満潮位 H.W.L. ： + 2.78 m 

朔望平均干潮位 L.W.L. ： + 0.01 m 

工事用基準面 C.D.L. ： ± 0.00 m 
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2.1.3 土質条件 
 

設定した土質定数を下表に示す。 

・F 護岸【平成 30 年 11 月 鹿児島船艇用品庫(30)敷地調査業務地盤調査報告書よ

り】 

 
表 2-1-3 土質定数の一覧 

湿潤重量 飽和重量 せん断抵抗角 粘着力

γ(kN/m3) γ(kN/m3) φ(°) c(kN/m2)

Us 砂質土 16.5 16.5 31 4

Uc 粘性土 15.8 15.8 48.5

Mm 砂質土 16.7 16.7 28 1

Mg 砂質土 19.6 19.6 34 18

Ms 砂質土 18.2 18.2 35 26

入戸火砕流堆積物 Si 砂質土 17.6 17.6 34 22

Sh-g 砂質土 18.6 18.6 35 42

Sh-s 砂質土 18.5 18.5 34 24

Sh-v 砂質土 15.5 15.5 33 26

Sh-m 砂質土 19.2 19.2 35 49

城山層

摘要

中部層

上部層

地層 N値記号 土質区分

 

 

次頁に土層構成モデル図を示す。 

尚、当検討業務でボーリングによる土質調査業務は行わないため既存のボーリン

グデータを用いて推測する。 

 平成 30年 11 月 鹿児島船艇用品庫(30)敷地調査業務地盤調査報告書 Bor.1，3 

 平成 31 年 1 月 鹿児島港巡視船基地係留設備等設計業務 Bor.1 
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図 2-1-3 想定土層構成図 
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2.1.4 給油量（将来の最大数量）予測と必要燃油容量 
以下に、平成 30年度の燃料搭載実績を示す。（第十管区海上保安部提示資料） 

 

表 2-1-4 平成 30 年度の燃料搭載実績 
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よって給油量（将来の最大数量）を予測すると以下になる。 

 ＊6,500t 級巡視船の増船は、第十管区海上保安部指示 

 

 

 

よって、以下に示す２通りの方法で基地内保有量を設定する。 

 

1）最大給油量予測（28,000 ㎘/年 ⇒ 2,400 ㎘/月）に対し、2,000 ㎘補給/1 回で

次回補給は 1 ヵ月後と考え（受入回数が少ない方が安価になる）、更にメンテナ

ンス時の予備容量として 2 割増しを考慮する。 

      2,400 ㎘/月×2 ヵ月×1.2＝5,760 ㎘≒6,000 ㎘ 

 

＊2 割増しの理由として以下の不明確な給油量の設定を基に割り増しが必要と

考えた。 

① 平成 30 年の実績のみで令和 4 年以降を予測している。 

② 6,500ｔ級の船舶が 6 隻に増える予定で将来予測しているが、航行

距離増の可能性は含まれていない。 
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2）通常、油槽所では最大給油予測（28,000 ㎘/年、2,400 ㎘/月）に対し、4～5

回/年の頻度でタンク稼働（満液～デッドストック）を行う事から貯蔵数量（タ

ンク総容量）を算出する。 

     28,000 ㎘÷5＝5,600 ㎘ ～ 28,000 ㎘÷4＝7,000 ㎘ 

 

＊最大給油予測のタンク稼動（満液～デッドストック）4～5 回／年の根拠は、

旧)昭和シェルグループ油槽所の想定実績（余裕代）より 

 

よって基地内保有量を 6,000 ㎘とする。
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2.1.5 桟橋上における基本事項の整理 
 

    Ｅ岸壁およびＢ,Ｃ桟橋上で、巡視船に搭載されているへリコプター用の航空燃料

を巡視船内の専用タンクに注入するための設備をＥ岸壁に２箇所、Ｂ,Ｃ桟橋上に

各1個所整備する。 

燃料はタンクローリー車により岸壁上まで陸上運搬し車両側のホースと船舶側

のホースを給油空地上(一般取扱所)に設置されたホース接続金具により連結させ

て船側の専用タンクに注入する。 

また、接岸中に糧食積込車両等が岸壁・護岸に乗入する。 

これら車両が岸壁・護岸で作業するにあたって、配管等の固定施設によって稼働

の妨げにならないように配置計画する。 

 

1）タンクローリー： 

① 取扱燃料および数量 

取扱燃料は「第4 類第2 石油類ジェット燃料」である。取扱数量は28KL の

タンクローリーにより輸送を行うことから指定数量(=1KL)の28 倍とする。 

② 輸送車両 

与条件により輸送車両は28KL のタンクローリーとする。車両の諸元を以下

に示す。 

■車長：１６．００ｍ   ■車幅： ２．４９ｍ   ■車高： ３．４８ｍ 
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2) ４t車： 

 

① 乗り入れ使用目的 

糧食積込車両等 

➁ 輸送車両 

一般的な４t車とする。車両の諸元を以下に示す。 

■車長：８．４８５ｍ   ■車幅： ２．２６ｍ   ■車高： ２．５５ｍ 
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3) タンクローリー可動範囲： 
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4) 4ｔ車可動範囲： 
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2.2  タンク諸元 
2.2.1．設置場所 

当該計画タンクの設置場所は、 
鹿児島県鹿児島市七ツ島二丁目鹿児島港谷山二区である。 
（ 図 2.1 燃油施設計画図参照 ） 
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図 2.1 燃油施設配置計画図 
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2.2.2 タンク形式等 
１）タンク形式・設置基数 

当該計画タンクの形式は、燃料油施設整備計画に基づき、危険物の規制に関す

る政令（以下「政令」という）第 11 条に規定される「屋外タンク貯蔵所」の内、

「鋼製地上式タンク」とする（図 2-2 屋外タンク貯蔵所形式参照）。 

「地上式屋外タンク貯蔵所」は、仕様書に従いタンクの容量及び基数を 3ケー

ス（実容量：990kℓ、1,500㎘、2,000㎘）、タンクの構造形式を 2 ケース、これら

を乗じて計６ケースについて、メリット・デメリットを検討する。 

比較する３ケースは以下の通りである。 

・ケース１： 990 ㎘ × 6 基 

・ケース２：1,500 ㎘ × 4 基 

・ケース３：2,000 ㎘ × 3 基 

本検討対象の燃油は A重油で沸点が高く揮発性が低いため、建設費の安価な地

上タンク-固定屋根式を選定した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 屋外タンク貯蔵所形式 

屋外タンク貯蔵所
政令第11条

地上タンク

鋼製地上式タンク
政令第11条

覆土式屋外タンク貯蔵所
昭和36年自消甲予発第25号

岩　盤　タ　ン　ク
規則第22条の3

海　上　タ　ン　ク
規則第22条の3の3

地中タンク

岩盤タンク

海上タンク

固定屋根式

浮き屋根式

地　中　タ　ン　ク
規則第22条の3の2

地中式屋外タンク貯蔵所
政令第23条の特例基準
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２）構造形式 
タンク本体構造は地上式鋼製タンクと同様固定式屋根構造とし、ドームルーフ

タンク（DRT）、コーンルーフタンク（CRT）の 2ケースを抽出し、メリット・デメ

リットを検討する。 

CRT は最も一般的なタンクであり、屋根の支持方法としては、タンク内に支柱

及び屋根骨を組み立て、その上に屋根板を乗せたものと、支柱を用いず側板で支

えるトラス構造を組んで屋根板を乗せたものがある。一方、DRT の屋根の支持方法

は屋根板自身のアーチ構造により屋根を支えるもので、内圧が高い使用条件に適

している。 

各々地震・風に対してタンク本体の「支持」、「滑動」、「転倒」による安定計算

を行い、底版下部については杭基礎・地盤改良を有する構造を検討する。 

 

 

① ドーム・ルーフ・タンク【DRT】        ② コーン・ルーフ・タンク【CRT】 

 

   
図 2.3 タンク本体構造図 
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2.2.3 タンク内容液等 
 
１）タンク内容液 
・危険物の種類  ：A 重油 

消防法別表第 1－第 4 類、引火性液体、第 3 石油類 

・設計引火点   ：約 60℃ 

・危険物の指定数量：2000ℓ 政令別表第 3－第 3 石油類、非水溶性液体 

・実 容 量    ：①990kℓ、②1,500 kℓ、③2,000kℓ（「第２章 容量計 

・指定数量の倍数 ：①495 倍、②750 倍、③1,000 倍 

・設計温度    ：常 温 

 

２）構造形式 
・ドーム・ルーフ・タンク【DRT】 

・コーン・ルーフ・タンク【CRT】 

 

３）形状寸法等  
各タンクの寸法は次表の通りである。 

 
表 2.2 タンク寸法 

 タンク 

容量(㎘) 
基数 

内径 

φ（mm) 

タンク高さ 

H1（mm） 

屋根板天端高さ H2（mm） 液面高さ 

h（mm) DRT CRT 

CASE1 990 6 11,620 10,100 11,624 11,077 9,400 

CASE2 1,500 4 13,000 12,200 13,955 13,293 11,400 

CASE3 2,000 3 15,500 11,500 13,593 12,801 10,700 

 
 注）タンク形状寸法については、別途製缶設計よりタンク縦横比 D/H

＝1.03 に決定している。 
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2.3 タンク設置条件 
2.3.1 保安距離 
 
屋外タンク貯蔵所は、政令第 11 条の第 1 項第 1 号により、以下に示す各

施設からの保安距離が定められているが、当該計画地周辺には、これらの施

設が設置されていない。また、高圧架空電線についても将来ともに防油内に

設置される計画となっていない。 
以上より、保安距離については、基準を満たしている（タンク配置図参照）。 
 
①．学校、病院、劇場、その他多数の人を収容する施設で、規則で定める

もの ･････････････････････････････････ 30ｍ以上 
②．文化財保護法、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律の規定に 

よって、指定又は認定された建造物 ･････ 50ｍ以上 
③．高圧ガス、その他災害を発生させるおそれのあるものを貯蔵し、又は

取り扱う施設で規則で定めるもの ･･･････ 20ｍ以上 
  ④．前①～②までに掲げるもの以外の建造物その他の工作物で住居の用に 

供するもの ･･･････････････････････････ 10ｍ以上 
⑤．使用電圧が 7,000V を超え、35,000V 以下の特別高圧架空電線 
   ･････････････････････････････････････ 水平距離 3ｍ以上 
⑥．使用電圧が、35,000V を超える特別高圧架空電線 
   ･････････････････････････････････････ 水平距離 5ｍ以上 

 
※保安距離は、各施設から当該タンクの側板までに該当する距離である。 
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2.3.2 敷地境界からの保安距離 
政令第 11 条の第 1 項第 1 の 2 号より、危険物の引火点が 70℃未満の危険

物を貯蔵するタンクについては、敷地境界からタンク側壁外面までの保安距

離として「タンク内径等の数値に 1.6 を乗じた距離以上」を確保することと

なっている。 
当該計画タンク側壁外面からの保安距離（当該タンク直径）は、敷地境界

内となっているので、基準を満たしている。 
 
2.3.3 タンク周囲の保有空地 

政令第 11 条の第 1 項第 1 の 2 号より、タンク周囲の保有空地とし 
て、「危険物の貯蔵最大実容量が指定倍率の 500 倍以下」より、必要保有空

地幅 L≧3ｍが適用される。 
 タンク周囲には、3ｍ以上の保有空地幅を有しており基準を満たしている。 

 
表 2.1 指定数量の倍数区分による保有空地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危険物の貯蔵最大実容量 保有空地の幅 L 備　　考

指定数量の500倍以下 L≧ 3m

指定数量の500倍を超え1,000倍以下 L≧ 5m

指定数量の1,000倍を超え2,000倍以下 L≧ 9m

指定数量の2,000倍を超え3,000倍以下 L≧12m

指定数量の3,000倍を超え4,000倍以下 L≧15m

指定数量の4,000倍を超える数量 15m≦L≧k･D Dはタンク内径

　注）　コンビナート地区以外 k=1.0
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図 2.4 タンク保安距離
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2.3.4 岩盤の断層及び切・盛土境について 
規則第 20 条の 3 の 2 第 2 項第 1 号より、「地盤は、岩盤の断層、切土及

び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものではないこと」

となっている。 
１）岩盤の断層について 

国立研究開発法人産業技術総合研究所の活断層データベースより、タン

ク計画地に最も近い断層から約 6.5ｋｍ離れている。 
 

２）切・盛土境について 
ボーリング調査に基づく地質断面図に示すように、盛土地盤（埋立地）

であり、切・盛境ではないと判断される。 
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2.3.5 地震時液状化について 
 
１）地盤の範囲、要件について 

地盤の範囲、要件については、規則第 20 条の 3 の 2 第 2 項第 2 号イ～

ハにより、下記の何れかに適合するものとされている。 
イの地盤：基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲の地盤が、岩

盤その他堅固なものであること。 
注）深層混合処理が施された地盤は、「その他堅固なもの」と見

なされることから、地盤の範囲は基礎幅が採用されている。 
ロの地盤：タンク径に 5.0m を加えた範囲の地盤が、支持力、沈下及び液

状化の基準に適合するものとされている。 
注）基準を満足するために実施された置換え工、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟ

ｲﾙ工は、ロの地盤としての地盤の範囲が適用される。(深層

混合処理との比較において面積が 4 倍程度となる) 
ハの地盤：ロの地盤と同等以上の堅固さを有するものであることとされ

ており、杭基礎及び深層混合処理地盤が示されている。 
注）液状化の可能性がある地盤に杭基礎を採用する場合には、

土質定数を低減(準特定屋外タンク貯蔵所の技術基準詳解)
することとしており、低減範囲が大である場合には、経済

比較により、液状化防止対策(置換え工、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ工等)
を併用する場合がある。 
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２）液状化について 
 （１）液状化判定 

液状化判定については、一般に「設計基本条件」で規則第 20 条の 3 の 2 第 2

項第 2 号ロ及び告示第 4 条の 22 の 6 に基づき、下記の何れかに該当する場合、

液状化の可能性が高いものと判断される。 

 

限界 N 値法：地表面から深さ 3m 以内の地質が、①地下水によって飽和され

ている。②D50 値が 2.0m 以下であること。③細粒分の含有率

と N 値との関係。④FL 値が 1 以下であること。 

PL 値法  ：地表面から深さ 20m 以内の地質が、前項①、②を満足し、PL

値が 5 を超える地質であること。 

なお、上記規則では、「基礎が告示に定める構造である場合を除く。」として

おり、告示第 4 条の 22 の 7 により「スラブ基礎」、「鉄筋コンクリート直下基礎」

及び「外傍リング基礎」を適用した場合には適用外となる。 

ただし、「準特定屋外タンク貯蔵所の技術基準詳解」では、これらの「基礎を

新設する場合にロの地盤における地盤の液状化に対する要件を満足することが

望ましい。」としている。 

 （２）液状化の可能性が低い地盤の地質について 

「準特定屋外タンク貯蔵所の技術基準詳解」では、液状化の可能性が低い地

盤の地質について、次の要件を満足する場合ロの地盤を満足する要件と同等の

堅固さを有するもの判断して良いとしている。 

ア．地盤があらかじめ、地盤改良工法により地表面から 3m 以上改良されて

いる場合。 

イ．地盤が公的機関等で作成した地域毎の液状化判定資料によって、液状化

の可能性が低いと判定された場合 

 （３）当該計画地について 

当該計画地の地質は、支持力、液状化対策として何らかの対策が必要である

ことから、「イの地盤として深層混合処理工法を施した地盤」と「ハの地盤とし

て杭基礎式（PHC 杭＋静的締め固め杭工法）」を比較して採用することとして

いる。 
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2.3.6 すべりに対する安全性について 
   規則第 20 条の 3 の 2 第 2 項第 3 号より、「地盤が海、河川、湖沼等に面

している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有してものである

こと」とされている。 
     当該計画地周辺（谷山港、鹿児島港）は、造成時に護岸・岸壁が設置さ

れており、すべりの発生する恐れがないと判断される。 
 
 
 
 

現況平面図 

 

図 2.6 護岸・岸壁配置計画図 
 
 
 

燃料タンク計画地 

護岸・岸壁 
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図 2.7 護岸・岸壁構造断面図 
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図 2.8 護岸・岸壁構造断面図 

 
2.3.7 タンク設置高さ 

規則第 20 条の 2 第 2 項第 5 号により、「基礎は、その上面が特定屋外貯

蔵タンクを設置する場所の地下水位と 2 メートル以上の間隔が確保できる

ものであること」とされている。準特定屋外貯蔵タンクも同様。 
 
設計地下水位は、H30 年 11 月に実施された鹿児島港船艇用品庫(30)敷地

調査業務【地盤調査報告書】においてボーリング No.1（地表面 DL=3.69ｍ）

で調査を行った。 
観測結果を表 2-2 に示す。表中には気象庁ホームページに公開されている鹿

児島港の潮汐表から同時刻の潮位も併示している。 
 観測期間中の潮位は、地表面下 GL－2.48～－2.88ｍ（標高+1.21～+0.81
ｍ）で、変化量は概ね 40 ㎝であった。ただし、この値は大潮時の最高値、

小潮時の最低値とは異なる。 
また、海面の変動が標高+1.69～－0.24 で変動幅が 1.93ｍであるのに対し

小さな値を示している。このことは、鋼矢板護岸背後の残留水位を表してい

るものと考えられる。（報告書引用） 
 



 
第 2 章 設計基本条件 

表 2.2 孔内水位観測結果一覧表 
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『2.1.2 潮位』より 
  ・最高自然水位：HWL．＝DL＋2.78m 

     ・最低自然水位：LWL．＝DL＋0.01m 
     ・残留水位  ：R.W.L. ＝DL＋1.857m 

よって地下水位を DL+1.86ｍに採用することとした。 
 

タンク底版下面高は DL.＋5.4m で設定しており、地下水位と 2ｍ以上 
の離隔が確保されている。 

 
2.3.8 許容沈下量 

特定タンクにおける許容沈下量は、告示第 4 条の 6 により、準特定タ

ンクにおける許容沈下量は、告示第 4 条の 22 の 5 により、「15cm」以下

とする。 
 

2.3.9 タンク射影に伴う太陽光パネルの照査（要求機能） 
    計画地の周囲には太陽光発電設備が設置されている。タンク築造によって、

射影が太陽光パネルの発電を阻害しないように配慮する必要がある。したがっ

てタンク配置を検討するにあたり、タンク射影の長さ、そして太陽光パネルと

の離隔を検証する。 

タンク射影長さの算出は、計画地の世界座標から緯度を変換し安全側の北緯

32.0 度、時期の条件として一番長い影が出来る冬至とした。また、算出に用い

たタンク高さは、各ケースにおいて DRT 及び CRT よりも大きい数値を入力して

いるため、各構造（DRT,CRT）に対する検証はしない。（表 2.3.9 参照） 

次に、タンク配置検討 3ケースの射影図を示す。 
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表 2.3.9 入力値と屋根天端高さの比較 

 タンク 

容量(㎘) 

基礎高さ 

H1（mm） 

屋根板天端高さ H2（mm） H1＋H2（DRT）

（mm） 

入力値 

x（mm) DRT CRT 

CASE1 990  

600 

 

11,624 11,077 12,224 < 12,500 

CASE2 1,500 13,955 13,293 14,555 < 15,000 

CASE3 2,000 13,593 12,801 14,193 < 14,500 

 
＊計画地の座標点は、検討ケース 2（1,500KL×4基）のタンク中心点を基準点

とした。 

  計画地（ X座標 : -169649.476 Y 座標 : -44524.857 ） 
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図 2.9 タンク射影図（CASE 1） 
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図 2.10 タンク射影図（CASE 2） 
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図 2.11 タンク射影図（CASE 3） 
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2.4 設計荷重 
 
2.4.1．自 重 
１）液 重 

内容液の重量については、告示第 4 条の 18 より、特定屋外貯蔵タンクの

場合、「貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が 1.0
に満たないときは、当該比重を 1.0 として計算すること」 
準特定屋外貯蔵タンクの場合、告示第 4 条の 22 の 10 より、「貯蔵する危

険物の重量については、当該貯蔵する危険物の実液比重に基づき計算するこ

とができることとする」 
但し、鋼製タンク設計が確定していない段階にあることから、危険物の比

重を 1.0 として計算するものとする。 
 
 ２）コンクリート 

コンクリートの単位体積重量については、平成 11年消防危第 86号改正「防

油提の構造等に関する運用基準について」に準拠し、下記の値を採用するも

のとする。（『道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編』においても、同様の値を採用

している。） 
・プレストレスト及び鉄筋コンクリート γc＝24.5kN/ｍ3 
・無筋コンクリート          γc＝23.0kN/ｍ3 

 
３）アスファルトモルタル 

アスファルトモルタル（厚さ 50 ㎜）の単位体積重量については、日本道

路協会等他機関を含め明確な基準等が示されていない。 
そこで、前述の「防油堤の構造等に関する運用基準について」の中で示さ

れたアスファルト舗装の値γAC＝ 22.5kN/ｍ3を採用するものとする。 
注）アスファルトモルタルの設置厚さは 50 ㎜であるため、単位体積重量に

多少の差異があっても、設計計算上の問題はないものと判断される。 
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４）鋼 材 
鋼材の単位体積重量については、コンクリート同様「防油堤の構造等に関

する運用基準について」に基づき、γST＝77.0kN/ｍ3を採用するものとする。

(『道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編』においても、同様の値を採用している。) 
 
2.4.2 積雪荷重 
１）適用基準 

積雪荷重については、特定屋外貯蔵タンクの場合、告示第 4 条の 18 より、

19.6N/㎡/㎝として計算するものとする。準特定屋外貯蔵タンクの場合、告示

第 4 条 22 の 10 より、告示第 4 条の 18 を準用する。 
２）積雪荷重 

積雪荷重については、添付資料「最大積雪量」に示すように、理科年表「鹿

児島」及び消防機関別積雪高さ「鹿児島県鹿児島市消防局」の最深記録がい

ずれも 29cm より、積雪荷重として考慮する（表 2.1、表 2.2）。 
 
2.4.3 地下水位 

常時、地震時共に設計地下水位による揚圧力を考慮するものとする。 
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2.4.4 設計震度 
地震動によるタンクの水平震度及び鉛直震度・製缶設計の検討結果は以下に

示すとおりである。 
 

１）タンク仕様 
 

公 称 容 量 990kL 1500kL 2000kL 単位 

内 径 11620 13000 15500 mm 

高 さ 10100 12200 11500 mm 

最 高 液 面 高 さ 9400 11400 10700 mm 

基 数 6 4 3 － 

内 容 物 
名 称 A 重油 － 

設 計 比 重 1.0 － 

型 式 CRT / DRT － 

板 厚 

ス ケ ッ チ 板 9‐0 9‐0 9‐0 mm 

底 板 9‐0 9‐0 9‐0 mm 

最 下 段 側 板 8 JIS 9 JIS 10 JIS mm 

最高液面高さの 1/3 の高さ

における側板（腐れ代除く） 
7 JIS 8 JIS 9 JIS mm 

腐 れ 代 （ 側 板 の み ） 1.0 mm 
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２）設計条件 
 

適 用 法 規 消防法 

適 用 規 格 JIS B 8501 

設 計 圧 力 大気圧 

設 計 温 度 最低 0℃～最高 40℃ 

風 荷 重 風 速 70 m/s※1) 

速 度 圧 2.05 kN/m2（告示第 4 条の 19 第 1 項第二号）※2) 

地

震

動 

水 平 震 度※3) 1Kh  0.2639 0.2912 0.2836 

鉛 直 震 度※3) 1Kv  0.1319 0.1456 0.1418 

補

正

係

数 

地 域 別 1  0.70 

地 盤 別 2  2.0（四種地盤） 

基礎及び地盤

とタンク本体

との連成の影

響に基づく 

j 1.1 

応 答 倍 率 3  1.2566 1.3865 1.3503 

積 雪 荷 重 568.4 N/m2 （積雪高さ 29cm） 

※1）消防法 告示第 4 条の 19 第 2 項第二号より、消防法で想定される最大の風荷重の値

は、1m2につき 2.94kN とする。 

最大の風荷重の値 q =2.94kN/m2 (=300kg/m2)より、風速 v(m/s)を算出する。 

次式のベルヌーイの方程式から風速 v を算出する。 

2

2
1 vq  ⇒ 9.71

116.0
30022qv ≒70 (m/s) 

ここで、 

消防法で想定される最大の風荷重 q : 300 (kg/m2) 

大気密度 v : 0.116 (kg/m3) 

したがって、本設計条件における風速は、70(m/s)を採用する。 

また、風速は、風圧力による側板座屈の検討に使用する。 

次ページ理科年表(2019)より、過去の鹿児島県における最大風速は 39.3m/s(1942

年)、最大瞬間風速は 58.5m/s(1996 年)のため 70(m/s)の採用は将来の異常気象に満足

できると考える。 
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表 2.1  風速の最深記録（理科年表） 

 



 
第 2 章 設計基本条件 

※2）告示第 4 条の 19 第 1 項第二号において、風荷重の値は、円筒形タンクで 1m2につ

き 2.05kN、円筒形タンク以外のタンクで 1m2につき 2.94kN とある。この 2.05kN の
根拠は、告示第 4 条の 19 第 1 項第一号より、円筒形タンクの風力係数（形状係数）

が 0.7 となるので、円筒形タンクの速度圧は、2.94kN×0.7=2.05kN になる。また、

速度圧は、タンクの安定に関する検討（風及び地震による転倒、滑動の検討）に使用

する。 
※3）危険物び規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 第 4 条の 20 に従い算出。 

設計水平震度 kh1=0.15ν1・ν2・ν3 

設計鉛直震度 kv1=1/2 kh1（同告示第 4 条の 20 2 項二より） 

990kL 1500kL 2000kL
x1 -- 0.08 0.08 0.08

y1 -- 1 1 1

x2 -- 0.2 0.2 0.2

y2 -- 1.6 1.6 1.6

D タンク内径 m 11.620 13.000 15.500

H 最高液面高さ m 9.400 11.400 10.700

j 四種地盤時の補正係数 -- 1.1 1.1 1.1

t1/3
1/3高さの側板厚さ
（腐れ代を除く）

mm 7 8 9

W 危険物重量 kN 9759 14815 19760

λ - -- 0.2612 0.2484 0.2848

Tb タンク固有周期 s 0.1249 0.1513 0.1437

ν3 応答倍率 -- 1.2566 1.3865 1.3503

消防法 特定屋外貯蔵タンクの応答倍率（ν3）

第一座標

第二座標
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表 2.2  積雪の最深記録（理科年表） 
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表 2.3 消防機関別積雪高さ・積雪荷重一覧 

 

 
 


